
第４７号議案

   加東市福祉医療費助成に関する条例及び加東市高齢重度障害者医療費助成に関

する条例の一部を改正する条例制定の件

 加東市福祉医療費助成に関する条例及び加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例の

一部を改正する条例を次のように定める。

  令和２年６月４日提出

加東市長 安 田 正 義 

加東市条例第  号

   加東市福祉医療費助成に関する条例及び加東市高齢重度障害者医療費助成に関

する条例の一部を改正する条例

（加東市福祉医療費助成に関する条例の一部改正）

第１条 加東市福祉医療費助成に関する条例（平成１８年加東市条例第１０７号）の一部を

次のように改正する。

 第２条第２６号中「地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額」の右

に「（所得税法第３５条第２項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該

合計所得金額から同項第１号に掲げる金額を控除して得た額）」を加える。 

（加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例の一部改正） 

第２条 加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例（平成１８年加東市条例第１２１号）

の一部を次のように改正する。

第２条第３号中「所得税法」の右に「（昭和４０年法律第３３号）」を加え、「地方税法

第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額」の右に「（所得税法第３５条第２項

に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第１号に

掲げる金額を控除して得た額）」を加える。 

附 則 

この条例は、令和２年７月１日から施行する。 



   加東市福祉医療費助成に関する条例及び加東市高齢重度障害者医療費助成に関

する条例の一部改正（要旨）

１ 改正理由

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令

第１０号）の一部が改正されることに伴い、所要の改正を行うものである。

２ 改正内容 

(1) 加東市福祉医療費助成に関する条例の一部改正（第１条関係） 

福祉医療の助成対象者の判定基準となる低所得者の定義において、公的年金等の所得を

合計所得金額から控除する規定を加えること。（第２条）

(2)  加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例の一部改正（第２条関係） 

ア 高齢重度障害者医療の助成対象者の判定基準となる低所得者の定義において、公的

年金等の所得を合計所得金額から控除する規定を加えること。（第２条）

イ 所要の文言整理を行うこと。（第２条） 

３ 施行期日  令和２年７月１日 

第４７号議案 要旨



新   旧   対   照   表 

現       行 改   正   案 

○加東市福祉医療費助成に関する条例の一部改正（第１条関係） 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

(1)～(25) （略） 

(26) 低所得者 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、その属

する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が

行われた月の属する年の前年（医療保険各法の給付が行われ

た月が１月から６月までの場合にあっては、前々年とする。

以下同じ。）中の公的年金等の収入金額（所得税法第３５条

第２項第１号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下

同じ。）及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の

前年の合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に

規定する合計所得金額                  

                        をいい、そ

の額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）の合計

額が８０万円以下である者をいう。  

○加東市高齢重度障害者医療費助成に関する条例の一部改正（第

２条関係） 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

(1)～(25) （略） 

(26) 低所得者 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、その属

する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が

行われた月の属する年の前年（医療保険各法の給付が行われ

た月が１月から６月までの場合にあっては、前々年とする。

以下同じ。）中の公的年金等の収入金額（所得税法第３５条

第２項第１号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下

同じ。）及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の

前年の合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に

規定する合計所得金額（所得税法第３５条第２項に規定する

公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額

から同項第１号に掲げる金額を控除して得た額）をいい、そ

の額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）の合計

額が８０万円以下である者をいう。 
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（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

(1)・(2) （略） 

(3) 低所得者 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員

が高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号。以下「法」という。）の規定による療養、保険外併用療

養費に係る療養（以下「療養」という。）のあった月の属す

る年度（療養のあった月が４月から６月までの間にあっては、

前年度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定

による市町村民税（同法第３２８条の規定によって課する所

得割を除く。）が課されていない者（市町村の条例で定める

ところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第２

９２条第１項第１１号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚

した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で

政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となっ

た女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた

場合に同法第２９５条第１項（第２号に係る部分に限る。以

下この号において同じ。）の規定により当該市町村民税が課

されないこととなる者及び同法第２９２条第１項第１２号中

「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者

又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とある

のを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

(1)・(2) （略） 

(3) 低所得者 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員

が高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号。以下「法」という。）の規定による療養、保険外併用療

養費に係る療養（以下「療養」という。）のあった月の属す

る年度（療養のあった月が４月から６月までの間にあっては、

前年度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定

による市町村民税（同法第３２８条の規定によって課する所

得割を除く。）が課されていない者（市町村の条例で定める

ところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第２

９２条第１項第１１号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚

した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で

政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となっ

た女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた

場合に同法第２９５条第１項（第２号に係る部分に限る。以

下この号において同じ。）の規定により当該市町村民税が課

されないこととなる者及び同法第２９２条第１項第１２号中

「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者

又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とある

のを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻



をしていないもの」と読み替えた場合に同法第２９５条第１

項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を

含むものとする。）であり、かつ、その属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年の前年（療

養のあった月が１月から６月までの場合にあっては、前々年

とする。以下同じ。）中の公的年金等の収入金額（所得税法 

                 第３５条第２項第１号に規定す

る公的年金等の収入金額をいう。）及び療養のあった月の属

する年の前年の合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第

１３号に規定する合計所得金額              

                          を

いい、その額が零を下回る場合には、零とする。）の合計額

が８０万円以下であるものをいう。 

(4) （略） 

をしていないもの」と読み替えた場合に同法第２９５条第１

項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を

含むものとする。）であり、かつ、その属する世帯の世帯主

及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年の前年（療

養のあった月が１月から６月までの場合にあっては、前々年

とする。以下同じ。）中の公的年金等の収入金額（所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第３５条第２項第１号に規定す

る公的年金等の収入金額をいう。）及び療養のあった月の属

する年の前年の合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第

１３号に規定する合計所得金額（所得税法第３５条第２項に

規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計

所得金額から同項第１号に掲げる金額を控除して得た額）を

いい、その額が零を下回る場合には、零とする。）の合計額

が８０万円以下であるものをいう。 

(4) （略） 


